
　目　次

１ 「わかりやすい！こくぶんじのよさん」について ････････････ １

２ 基礎知識編 ･･････････････････････････・・・・･････････････ ２～５

３ 国分寺市の今年の予算 ･････････････････････・・・・･･････ ６～７

４ 収入（歳入） ･････････････････････････････・・・・･･････････ ８

５ 支出（歳出） ･････････････････････････････・・・・･･････････ ９～10

６ 予算の使いみち ････････････････････・･･・・・・・・･････････ 11

７ 令和８年度の主要事業 ･･････････････････・・・・･････････ 12～30

８ 用語の解説 ･･････････････････････････・・・・･････････････ 31～32

令和８年度版

わ か り や す い！

こ く ぶ ん じ の よ さ ん

国 分 寺 市





　地方公共団体の予算書は、「分厚く、数字だらけでわかりにくい」ので、コン

パクトで、見やすい「わかりやすい！こくぶんじのよさん」を作成しています。

市民の皆さんにわかりやすくお伝えすることで、情報の公開を進めていますので、

市政に関心をお持ちいただき、ご意見をお寄せください。

「わ か り や す い！ こ く ぶ ん じ の よ さ ん」 に つ い て

予算書概要版

予 算 書 財政資料集

用 語

■ 地方自治法 昭和22年法律第67号・地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱など地方

自治制度の基本事項を定めた基本法。

国分寺市の財政状況を示す各種の

データをまとめています。毎年度

データを更新して作成しています。

国分寺市の１年間の予算をまとめて

います。

※「地方自治法」の定めにより、毎

年度必ず作成します。

令和８年度

国分寺市財政概要

財政資料集

国分寺市　政策部　財政課

1



最初にこの資料の中の表現をわかりやすく説明したいと思います。予算書等に出てくる「歳入」

や「歳出」については、普段の生活で耳慣れないと思いますので、ここでは歳入を収入といい、

歳出を支出と呼びます。 （予算書等他の資料のときは、そこを意識してみてください！）

（※）下水道事業会計は、令和２年度から地方公営企業法の財務規定の適用により、会計方式が公営

　　　企業会計に移行したため、上記の予算規模からは除いています。

収入と支出をひとまとめで経理するのが原則ですが、地方公共団体の行政サービスは複

雑多岐にわたっているため、一般会計とは別に特定の収入をもって特定の支出にあてる

場合は、特別会計をつくって会計経理をすることでわかりやすくしています。

予算には、大きく分けて一般会計と特別会計があります。国分寺市では、令和８年度当初

予算で一般会計及び特別会計、下水道事業会計（※）を計上しています。一般会計は市の

行政サービスの基礎的なこと（教育・福祉の行政サービスや道路、公園の整備など）を行

う会計です。特別会計は、特定の目的のための会計で国民健康保険税など特定の収入があ

り、一般会計予算から切り離して、その収入・支出を経理する会計のことです。国分寺市

の令和８年度の予算規模は、一般会計予算（637億2,391万円）と特別会計予算（253億

2,630万円）を合わせた890億5,021万円となります。

基 礎 知 識 編

予算って何だろう?

予算とは、４月から翌年３月までの１年間の収入と支出の見積りです。

新しい年度が始まる前に、その１年間でどのくらいの収入が見込めるのか、どのように行
政サービスを行うのかを計画し、その支出(費用)を見積もります。この収入と支出の見積
りのことを、「予算」といいます。予算書には、これからの１年間のお金の使いみちが記
されています。

予算は何のために必要なの?

予算は、行政サービスを計画的に提供するため必要です。

市長は、１年間の行政サービスを計画的に行うために予算を作成し、執行する権限があり
ます。ただし、市長が作成した予算は、議会の議決を得ることによって、初めて執行する
ことができます。

どうして会計がいくつもあるの？

収 入 （歳入） 支 出 （歳出）

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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 その年度の予算の収支の結果を決算書
 として作成し、報告します。

 一度決めた予算は、変えられないの？

 変えることがあります。これを補正予算といいます。

 予算を使ったあとはどうするの？

予算はどうやって決めるの？

市長が予算案を作ります。そして、市議会の審議と議決によって成立します。

Ｑ

Ａ

予算案の作成
予算編成方針確定

予算編成説明会開催

予算見積書の作成

予算ヒアリング・査定

予算内示・確定

予算審議
議会の審議

議決

予 算 成 立

年度の終了

決算の認定

決算書の作成

決算書の報告

予算の執行

市役所の各部は、市民の皆さんの意見や要望を聴き、

「向こう１年間の行政サービス」を検討します。

市長は、各部の案と自身の政策に沿って予算案をまと

め、市議会に提案します。

市議会では、市民を代表する議員が提案された予算案

をいろいろな面から審議し、予算を議決します。

例）台風などの自然災害が発生！

緊急的にお金を使わなければならない！

補正予算編成・議決

１年の間には、予算を見積もるときに予測できなかっ

たことが起こる時があります。

このような時には、予算を変えることが必要です。

市長が変更する予算案を作り、市議会で審議し、議決

によって成立します。この予算を補正予算といいます。

予算を使った結果を決算といいます。決算は、１年間

に行った行政サービスの結果を示しています。

つまり、新しい年度が始まる前に決めた予算とその後

の補正予算で見積もった収入と支出の結果が決算です。

９
月
～
翌
年
２
月

３
月

４
月
～
翌
年
３
月

６
月
～
７
月

９
月

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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　国分寺市の収入は、皆さんが市に納めていただく「市税」、皆さんが国に納めた税金

　の一定割合が譲与される「地方譲与税」、国や東京都から特定の事業の経費に充てる

　ことを条件に交付される「国庫支出金・都支出金」など、21種類に分類されます。

 市税 市民の皆さんが納める税金です。

 地方譲与税 国が国税として徴収し、地方公共団体に対して譲与します。

 各種交付金

 利子割交付金

 配当割交付金

 株式等譲渡所得割交付金

 地方消費税交付金

 法人事業税交付金

 地方特例交付金

 交通安全対策特別交付金

 地方交付税 ※

 国庫支出金 国からの補助金等で、特定の事業に充当されます。

 都支出金 都からの補助金等で、特定の事業に充当されます。

 その他収入

 分担金及び負担金

 使用料及び手数料

 財産収入

 寄附金

 繰入金

 繰越金

 諸収入

 市債 国や金融機関などからの借入金で、返済が２年度以上のものです。

単位の都合上、合計額を合わせるために一部金額を調整しています。

※地方交付税 全国の地方公共団体が一定水準の行政サービスを確保できるよう、財政力の弱い団体

の財源を補てんするために国が徴収した国税を交付する普通交付税と、普通交付税で

はカバーされない災害などの特別の需要に対して交付する特別交付税があります。な

お、国分寺市では平成27年度以降普通交付税の不交付団体となり、令和３年度に７年

ぶりに交付団体となりましたが、令和４年度には再度不交付団体となりました。

収入にはどのような種類があるの?

皆さんに納めていただく市税など、大きく分けると２１種類の収入があります。

収入（歳入）合計 637億2,391万円

6,680万円

10億7,737万円

10億円

6億2,874万円

32億4,980万円

106億9,735万円

40億9,899万円

841万円

11億1,960万円

1億9,807万円

5億3,877万円

1億1,286万円

785万円

5,000万円

115億3,003万円

2億2,289万円

3億8,357万円

11億8,603万円

38億2,754万円

区　分 令和８年度予算額

276億2,619万円

1億9,204万円

62億7,951万円

Ｑ

Ａ
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　歳入の根幹である市税収入は、全体で10億202万円（3.8％）増の276億2,619万円を

　見込みました。内訳としては、個人市民税は、納税義務者数の増加が見込まれることに

　より９億729万円の増を見込んだ一方、法人市民税については、前年度の決算見込額を

　踏まえ5,371万円の減を見込みました。また、新築家屋増の影響により固定資産税は

　9,962万円の増、税制改正により市たばこ税は3,335万円の増となっています。

　

■ 市税の内訳

　市債とは、国分寺市が資金調達のために負担する債務で、その返済が１会計年度を越

　えて行われる借金のことです。地方公共団体の支出は、市債以外の収入で賄うことを

　原則にしていますが、多額な資金が必要な場合や将来の市民にも経費を分担してもら

　うことが公平である場合などには、市債を財源とすることができます。

■ 市債の償還額（利子含む）の推移　※令和６年度までは決算数値、令和７年度以降は推計

学校などの公共施設の建設費には一度に多額の経費がかかります。資金繰りという
面もありますが、将来の市民の皆さんにも公平に負担してもらう面もあります。

市税の収入は増えているの？

国分寺市の市税収入は、市民税や固定資産税等の増により、前年度に比べて
10億202万円（3.8％）増となります。

どうして借金するの？

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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■ 令和８年度当初予算の総額は 890億5,021万円

　一般会計の当初予算の予算規模は、637億2,391万１千円となり、前年度より31億5,982万

２千円（5.2％）増となりました。

（単位：千円）

※下水道事業特別会計については、令和２年度から地方公営企業法の財務規定の適用により、下水道事業会計と

　 して公営企業会計に移行し、会計方式が官公庁会計方式から、公営企業会計方式へと変わりました。

■ 一般会計の主な増減理由

前年度と比べて、増減額が大きいものは次の３つです。

事業費 11億4,857万２千円（21.5％）の増

（仮称）リサイクルセンター建設事業に係る工事請負費の増など

扶助費 10億3,445万円８千円（5.5％）の増

保育所入所児委託（民間施設分）の増など

人件費 ４億941万５千円（4.4％）の増

給与改定による給料等の増など

１

２

３

7.6

合　計 89,050,213 85,005,060 4,045,153 4.8

後期高齢者医療特別会計 3,731,208 3,468,994 262,214

資本的支出 999,977

10,620,045 10,087,819 532,226 5.3

国民健康保険特別会計 10,975,049 10,884,158 90,891

748,970 697,126 51,844 7.4

一般会計 63,723,911 60,564,089 3,159,822 5.2

特別会計 25,326,302 24,440,971 885,331 3.6

0.8

介護保険特別会計

下水道事業会計

収益的収入 2,548,431 2,515,251 33,180 1.3

収益的支出 3,240,915 2,983,651 257,264 8.6

1,102,520 ▲ 102,543 ▲ 9.3

資本的収入

会計区分 令和８年度 令和７年度 増減 増減率（％）

会計区分 令和８年度 令和７年度 増減 増減率（％）

国 分 寺 市 の 今 年 の 予 算
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■ 一般会計予算額・市税予算額の推移

　一般会計の近年の予算額を見てみると、

平成27年度以来増加傾向が続いており、令和

８年度は総額約637億円、対前年度比では

約31億円（5.2％）の増となり、過去最大だ

った令和６年度と同規模の当初予算となりま

した。

 令和８年度の市税収入については、納税義

務者数の増が見込まれること等により、対前

年度比では約10億円（3.8％）の増となりま

した。

■ 市債の未償還額（利子含む）の推移 （※R６年度までは決算額、R７年度は決算見込額、R８年度は当初予算額）

　各年度末の市債未償還額の推移と推計を表しました。令和２年度までは減少傾向でしたが、令和３年度以降は

新庁舎建設事業債や地方道路等整備事業債などの借入れに伴い、未償還額が増加しています。市民一人あたりの

市債未償還額は、令和４年度には約21万円でしたが、令和８年度には約29万円になる見込みです。

■ 基金残高の推移（全会計） （※R６年度までは決算額、R７年度は決算見込額、R８年度は当初予算額）

　各年度末の特別会計を含む全会計の基金

残高の推移を表しました。平成29年度に国

分寺駅北口再開発ビルの保留床処分金を活

用した大幅な積増しを行い、100億円を超

える規模となりました。その後も増加傾向

が続き、令和５年度末には161.5億円となり

ましたが、令和６年度に新庁舎建設による

庁舎建設資金積立基金等の大幅な取崩しを

行ったことにより113.8億円となりました。

　令和８年度は公共施設整備基金等の取崩

しにより107.9億円となる見込みです。
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■ 一般会計予算　収入の内訳

令和８年度の国分寺市の収入にはどのようなものがあって、どのくらいの金額なのかを見てみま

しょう。

■ 一般会計予算　収入の特徴

○ 市税が収入の43.3％を占め、前年度に比べ10億202万円、3.8％増となっています。

○ 市税や使用料・手数料など収入（歳入）に占める自主財源の割合は、49.8％となっています。

○ 市債は、（仮称）リサイクルセンター建設関連事業債が４億2,070万円の計上等により、

前年度に比べて８億3,200万円、34.4％の増となりました。

収 入 （ 歳 入 ）

国庫支出金
国から使いみちを決められて交

付される補助金など

115億3,003万円 (18.1%)

都支出金
都から使いみちを決められて交

付される補助金など

106億9,735万円 (16.8%)

地方消費税交付金
都からの一定のルールに基づ

いて配分されるお金

38億2,754万円 (6.0%)

市債
事業を行う際の財源不足を補う

ための国や金融機関などからの

借入金

32億4,980万円 (5.1%)

株式等譲渡所得割交付金
都から株の利益にかかる税金が

一定のルールに基づいて配分さ

れるお金

11億8,603万円 (1.9%)

繰越金
前年度から持ち越したお金

10億円 (1.6%)

使用料及び手数料
市の施設の使用料や事務手数

料など

11億1,960万円 (1.8%)

繰入金
特別会計、基金から一般会計へ

のお金の移動

10億7,737万円 (1.7%)

その他
国が集めたお金を一定のルール

に基づいて配分する地方譲与税

や交付金など

24億1,000万円 (3.7%)

市税
市民の皆さんが納める税金

276億2,619万円 (43.3%)

637億2,391万円

市 税 の 内 訳

■ 市民税（154億2,541万円） 個人が収める個人市民税と法人が収める法人市民税があります。

■ 固定資産税（89億6,564万円） 土地、家屋、償却資産を持つ個人や法人が収める税金です。

■ 都市計画税（21億126万円） 土地、家屋を持つ個人や法人が収める税金です。

■ 軽自動車税（8,906万円） 軽自動車、オートバイなどの所有者が収める税金です。

■ 市たばこ税（10億4,482万円） 卸売業者等が市内の小売店にたばこを売渡した際に課税される税金です。
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■ 一般会計予算　支出の目的別内訳

目的別とは、業務の内容（目的）によって分類したもので、各部各課ごとの大まかな支出を知ることが

できます。

■ 一般会計予算　目的別支出の特徴

○ 民生費が48.5％を占めています。保育所入所児委託（民間施設分）の増等により、前年度と比較

して18億4,136万円、6.3％の増となりました。

○ 衛生費は、（仮称）リサイクルセンター建設事業に係る工事請負費の増等により、前年度と比較

して８億2,060万円、15.3％の増となりました。

 支 出（ 歳 出 ）

教育費
学校教育や生涯学習、文化財

の保護のために使われるお金

79億9,172万円 （12.6%）

総務費
市役所の運営や市税の賦課・

徴収のために使われるお金

70億6,596万円 （11.1%）

土木費
道路・駅周辺整備や交通安全

のために使われるお金

56億2,793万円 （8.8%）

消防費
火災、風水害、地震などの災

害対策のために使われるお金

20億4,794万円 （3.2%）

衛生費
健康保持増進、環境対策、ご

み処理のために使われるお金

61億7,348万円 （9.7%）

諸支出金
特別会計への繰出金、貸付

金、基金積立に使われるお金

７億2,878万円 （1.2%）

議会費
議員の報酬や議会運営など

に使われるお金

３億3,381万円 （0.5%）

その他
雇用促進や農業・商業振興な

どに使われるお金

４億2,652万円 （0.6%）

637億2,391万円

公債費
市債（市の借金）の元金・利子

償還のために使われるお金

24億2,868万円 （3.8%）

民生費
社会福祉の充実を図るために

使われるお金

308億9,909万円 （48.5%）
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■ 一般会計予算　支出の性質別内訳

性質別とは、経済的性質を基準として分類したもので、「※消費的経費」、「※投資的経費」、

「その他の経費」に分けることができます。

■ 一般会計予算　性質別支出の特徴

○ 扶助費が31.0％を占めています。保育所入所児委託（民間施設分）の増等により、前年度と比較

して10億3,446万円、5.5％の増となりました。

○ 事業費は、（仮称）リサイクルセンター建設事業に係る工事請負費の増等により、前年度と比較し

て11億4,857万円、21.5％の増となりました。

○ 人件費は、給与改定による給料等の増等により、４億942万円、4.4％の増となりました。

人件費
職員の給料などの経費

96億6,882万円 （15.2%）

物件費
委託料や使用料及び賃借料、

備品購入費などの経費

138億1,133万円 （21.7%）

扶助費
社会保障制度の一環として支

出される経費

197億2,746万円 （31.0%）
維持補修費
公共施設等を保全し維持する

ための経費

３億1,519万円 （0.5%）

補助費等
市が交付する補助金や報償

費、保険料など

61億3,665万円 （9.6%）

事業費
道路、公園、学校などの建設、

大規模修繕のための経費

64億9,230万円 （10.2%）

繰出金
一般会計と特別会計間におい

て支出される経費

42億6,470万円 （6.7%）

積立金
基金等に対する経費

６億9,975万円 （1.1%）

公債費その他
市債（市の借金）の元金・利子

償還金

25億7,868万円 （4.0%）

消費的

経費

投資的

経費

貸付金
土地開発公社への貸付金

2,903万円 （0.0%）

用 語

※ 消費的経費 人件費や消耗品費のように、後年度に形を残さない性質の費用のこと

※ 投資的経費 学校の建て替えや大規模な改修、道路や公園などの整備、都市基盤の整備にかかる

費用のこと
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■ 市民１人当たりの予算の使いみち

当初予算額を、令和８年１月１日現在の人口（130,076人）で割りかえしてみると下記のようになり

ます。

■ １万円当たりの予算の使いみち

当初予算額を１万円に置きかえてみると、下記のようになります。

諸支出金 特別会計への繰出金、貸付金、基金積立などに 5,603 円 1.2 ％

合計 489,898 円 100.0 ％

議会費 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営のために 2,566 円 0.5 ％

その他 雇用促進や失業対策、農業・商工振興などに 3,279 円 0.6 ％

公債費
事業を行うために国や金融機関などから借り入れた市債の元利
償還のために 18,671 円 3.8 ％

消防費
火災、風水害、地震などの災害から市民の生命、財産を守るため
に 15,744 円 3.2 ％

総務費
庁舎などの管理事務に関する経費、政策・財政にかかる経費や
市税の賦課・徴収、戸籍住民基本台帳、選挙、統計調査などに 54,322 円 11.1 ％

土木費
まちの基盤整備を図るため、道路・公園・駅周辺整備などの各種
公共施設の建設、整備や交通安全対策に 43,266 円 8.8 ％

衛生費 市民の健康保持増進・衛生管理やごみの収集・処理のために 47,461 円 9.7 ％

民生費
社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、障害者などのための
社会福祉施設の整備・管理・運営や生活保護などに

237,546 円 48.5 ％

教育費
教育の振興と文化の向上を図るため、小中学校教育や社会教
育、青少年対策、文化財保護など教育行政に

61,440 円 12.6 ％

予 算 の 使 い み ち

使いみち 使いみちの内容 1人当たりの使途 割合

民生費

4,849

教育費

1,255

総務費

1,109

衛生費

969

土木費

883

公債費

381

消防費

321

諸支出金

114

議会費

52

その他

67

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

単位：円
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■ 今年の予算作りの考え方と主要事業について

予算編成に当たっての基本的な考え方

①

②

③

④

令和８年度は、子どもたちが将来に希望を持ち、市民が前向きになれる、

「みんなが喜びを持つ前向きなまち　国分寺」を実現するため、市民の

ニーズを的確に把握し、真に必要な経費をゼロベースで積み上げること。

また、『第２次国分寺市総合ビジョン』の実行計画に掲げた各施策の着実

な推進につながる予算とすること。さらに、2050年までに温室効果ガス排

出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティとして、市民・事業者・市が一

丸となり「オール国分寺」で脱炭素社会構築に向けた取組を推進する視点

を持つこと。

政策的経費については、既存事業のスクラップ等により所要の財源を確保

することを原則とし、さらに、それにとどまらず真に必要不可欠な事業に

限られた財源を振り向ける「選択と集中」を改めて徹底すること。また、

時代・ニーズの変化等により、当初の意義を失った事業については、果断

に統合・縮小・撤退のあらゆる可能性を当たり進めること。さらに、企

画・立案に当たっては、費用対効果、執行体制、ランニングコストなどの

後年度負担、関連事業との整合性や公平性を十分に調査・検証した上で、

職員の創意工夫により効果的・効率的で質の高い取組を提案すること。

　令和８年度予算は、この編成方針を踏まえ、全ての施策・事務事業につい
て、その目的に対する有効性と実施方法の妥当性を分析しつつ、最少の経費
で最大の効果を得られるよう検証し、ゼロベースから真に必要な経費の計上
に努めました。令和８年度は、『第２次国分寺市総合ビジョン』で掲げた未
来のまちの姿の実現を目指し、限りある行政資源の有効活用を図り、将来を
見据えた健全で柔軟性がある行政運営に取り組みます。

令 和 ８ 年 度 の 主 要 事 業

市公式ＬＩＮＥの導入や複合機台数の減への対応としてペーパーレス化を
推進するなど、様々な変化を機会と捉え、行政改革の視点で自ら課題を発
見し、最適な解決につながる適正な予算編成を行うこと。行政改革につい
ては、業務の効率化や市民サービスの向上を念頭に、ＢＰＲの推進、生成
ＡＩやデータの利活用等、人が真に担うべき業務を再定義し、資源を集中
させること。

多様化、複雑化する市民ニーズに的確に応えていくため、社会情勢や経済
状況の動向を注視するとともに、変化を所与のものとし、スピード感を
持って対応すること。また、庁内横断的な課題に対しては、関係部署間で
情報を共有し、相互に連携して取り組むこと。
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■ 基本構想 「国分寺市ビジョン」 に掲げる未来のまちの姿 『歴史をつなぎ　未来をひらく
　　個性がひかり輝くまち』 を実現するために定めた５つの都市像ごとに今年の主要事業
　　をお示しします。

72,716千円 事業費計 3,936,795千円

公 共 経 営

「未来につながる持続可能なまち」

事業費計 3,045,279千円

子 ど も ・ 学 び 歴史・文化・地域づくり

「子どもを育み　学びがつながるまち」 「活気あふれる成長のまち」

事業費計 1,385,964千円 事業費計 1,123,821千円

共生社会・健康・福祉 都市環境・安全・安心

「自分らしくいきいき暮らせるまち」 「安全・安心で快適なまち」

事業費計

用 語

■ 国分寺市ビジョン 市の最高規範である国分寺市自治基本条例（平成20年条例第43号）に定める 「基本

構想」として、市と市民と事業者等がともに目指す「未来のまちの姿」と「まちづくりの基

本理念」を示すものです。

■ 基本構想 市の将来像や行政経営の理念等から構成され、今後の国分寺づくりを進めていくと

きの基本的な考え方です。
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　子ども・学び

「子どもを育み　学びがつながるまち」

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

1 産婦健康診査及び１か月児健康診査事業 前年度から試行的に実施している「未就園児の定期的な
預かり事業」に加え、国の新たな給付制度「乳児等通園
支援事業」を組み合わせた「こども誰でも通園制度」を実
施する。

出産後間もない時期の母親と生後１か月児を対象に、令
和８年10月から、都内の契約医療機関等で健康診査事
業を開始する。

6 医療的ケア児保育支援事業

2 初回産科受診料支援事業
日常生活を送る上で医療的ケアが必要な児童を受け入
れる私立保育園に対し、看護師、保育補助者等の配置
や必要な備品の購入等に係る経費の補助を行う。

低所得の妊婦を対象に、初回産科受診料の費用（産科
医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用）
を助成する。

7
西部地区拠点親子ひろばにおける一時預かり事
業

3 ブックスタート事業
西部地区拠点親子ひろばのひかりプラザへの移転に合
わせて、令和８年10月から親子ひろば事業のスペースの
一部を活用して一時預かり事業を実施する。

０歳児とその保護者を対象に、親子ひろばで職員が読み
聞かせを行い、絵本を１冊寄贈する。

8
国分寺市立恋ヶ窪保育園屋上キュービクル修繕
事業

4 ベビーシッター利用支援事業
恋ヶ窪保育園の屋上に設置されている変圧器の交換、
修繕を実施する。

０歳児から５歳児までの待機児童の保護者等を対象に、
児童が保育所等に入所できるまでの間のベビーシッター
の利用に関する支援を行う。

【担当： 子育て相談室

5 こども誰でも通園事業

02 子育て支援サービス

01 切れ目のない子育て支援 【担当： 保育幼稚園課 32,963

【担当： 保育幼稚園課 4,724

02 子育て支援サービス

01 切れ目のない子育て支援 【担当： 保育幼稚園課 3,863

1,099

02 子育て支援サービス

02 子育て支援サービス 【担当： 保育幼稚園課 7,568

【担当： 子育て相談室 8,448

02 子育て支援サービス

01 切れ目のない子育て支援 【担当： 保育幼稚園課 7,732

【担当： 子育て相談室 65
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

9 朝の居場所事業
令和８年12月の第二・第三西町学童保育所の開所に向
けて、工事を実施する。

「小１の壁」問題の解消を図るため、一小及び二小にお
いて、始業時間までの間に学校内又は学校に隣接した
場所で児童が安全に過ごすことのできる居場所を整備す
る。

14 国分寺市立第二小学校区学童保育所設置事業

10 認証学童クラブ事業
令和10年度中の第二光町学童保育所の建替えと（仮称）
第五光町学童保育所の開所に向けて、設計を行う。

東京都の認証学童クラブの基準を満たし、認証を受けた
学童保育所に対し、質の向上に係る運営費補助金を交
付する。

15 民設民営保育所整備事業（運営費補助）

11 民設民営学童保育所整備事業（施設整備）
令和８年４月に開所するまなびの森　保育園国分寺プ
チ・クレイシュに対して委託費及び補助金を支出する。

「子ども若者・子育ていきいき計画」に基づき、公設学童
保育所の狭あい環境を解消するため、民設民営学童保
育所を２施設整備する。

16
国分寺市立第五小学校区学童保育所設置事業
（運営に要する経費）

12 民設民営保育所整備事業（施設整備）
令和８年４月に開所する第四日吉町学童保育所の指定
管理運営事業者に対し、指定管理委託料及び処遇改善
補助金を支出する。

令和９年４月に開所する認可保育所の整備に要する経
費の一部を補助する。また、開所５年以内の認可保育所
運営事業者に対し、賃貸借物件（土地・建物）の賃料の
一部を補助する。

【担当： 子ども若者計画課

【担当： 子ども若者計画課 293,860

03 子育て環境整備

03 子育て環境整備 【担当： 保育幼稚園課 107,513

27,513

03 子育て環境整備

03 子育て環境整備 【担当： 子ども子育て支援課 30,717

03 子育て環境整備

13 国分寺市立第八小学校区学童保育所設置事業

02 子育て支援サービス 【担当： 子ども若者計画課 19,414

【担当： 子ども子育て支援課 33,574

03 子育て環境整備

02 子育て支援サービス 【担当： 子ども若者計画課 154,560

【担当： 子ども子育て支援課 2,444
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

17
国分寺市立第八小学校区学童保育所設置事業
(運営に要する経費) 三小の35人学級実施に伴う増築で狭小化した校庭面積

の拡大を図るためのプール撤去工事によって、新たに必
要となった防球ネットの設置工事を行う。また、六小の増
築棟建築に係る基本・実施設計を行う。

令和８年12月の開所に向け、第二･第三西町学童保育所
の運営に必要な備品等を購入する。

22
学校ＩＣＴ環境整備事業（学級数増等に伴う環境整
備）

18 民設民営学童保育所整備事業（運営費補助）
普通教室の増設及び大規模改造工事に伴い、施工該当
箇所に設置した次世代教育系システム関連情報機器等
の一時退避及び施工終了後の復元を行う。

令和８年４月に開所する民設民営学童保育所じゃんぷ
恋ヶ窪に対し、運営費補助金及び処遇改善補助金を交
付する。

23 学校ＩＣＴ環境整備事業（運用環境整備）

19 市立中学校給食業務委託事業
文部科学省の示す「学校のＩＣＴ環境整備３か年計画」の
水準に基づき、普通教室の増分と特別支援教室向けに
プロジェクタ等の機器の配備を行う。

市立中学校給食の在り方検討委員会の報告に基づき、
保温食缶方式による中学校給食業務委託を実施する。

24 中学校35人学級施設整備事業（修繕等）

20 移動教室・修学旅行拡充事業 中学校35人学級の実施に伴い、普通教室が不足するた
め、三中の多目的室を普通教室に転換する修繕を行う。
また、五中のパソコン教室を図書室に、現図書室を普通
教室２教室に転換する修繕を行う。

移動教室、修学旅行に係る交通費や宿泊費の上昇によ
り、年々保護者の負担が増加していることから、補助額を
増額し、保護者負担の軽減を図る。

【担当： 学務課

【担当： 学務課 5,726

05 教育環境整備

04 学校教育 【担当： 教育総務課 3,204

506,243

05 教育環境整備

04 学校教育 【担当： 教育総務課 54,280

05 教育環境整備

21 小学校35人学級施設整備事業（工事）

03 子育て環境整備 【担当： 教育総務課 6,433

【担当： 子ども子育て支援課 17,461

05 教育環境整備

03 子育て環境整備 【担当： 教育総務課 46,390

【担当： 子ども子育て支援課 6,435
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】 千円

】 千円

　歴史・文化・地域づくり

「活気あふれる成長のまち」 】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

27 史跡武蔵国分寺跡公園用地買収事業

「史跡武蔵国分寺跡〔僧寺地区〕新整備基本計画」に基
づき、国指定史跡武蔵国分寺跡附東山道武蔵路跡を保
存・活用するため、僧寺寺院地内において公園事業用
地の買収を行い、公有化を進める。 32

市民室内プール特定天井等改修工事設計委託
事業

特定天井の耐震性の確保及びその他必要な改修工事
のため、設計を行う。

28 埋蔵文化財整理事業

埋蔵文化財の適切な保管と公開活用に向けた環境整備
を行う。今年度は、史跡地内の文化財倉庫について、解
体・整備工事を行う。

【担当： ふるさと文化財課 5,988

06 歴史

【担当： ふるさと文化財課 184,814

07 文化芸術・スポーツ

【担当： スポーツ振興課 5,159

06 歴史

利用者の利便性の向上を図るため、面数拡充整備工事
及び管理棟工事監理を行う。また、隣接している旧市民
戸倉野球場用地の返還に伴い、原状回復する。

防犯対策の強化を図るため、市立小中学校の来賓用通
用口扉へ電子施錠及びカメラ付きインターホンを、事務
室及び職員室にカメラ付きインターホンを設置する（設置
済みの十小を除く。）。

30 市民室内プール在り方検討事業

市民室内プールの再整備を視野に入れた在り方検討と
して、対応手法や整備場所、概算事業費、民間事業者
の参入意向確認などの基礎調査を実施する。

26 史跡武蔵国分寺跡公園整備事業

【担当： 公共施設マネジメント課 42,526

06 歴史

【担当： ふるさと文化財課 178,996

07 文化芸術・スポーツ

【担当： スポーツ振興課 391,560

国指定史跡武蔵国分寺跡を後世に継承するため、「史
跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備〔中枢部周辺地
区〕基本設計報告書」のうち、北方・推定中院地区の基
盤整備工事等に着手する。 31 市民戸倉第一テニスコート拡充等整備工事事業

06 歴史

05 教育環境整備 【担当： 市史編さん室 24,148

【担当： 教育総務課 3,735

07 文化芸術・スポーツ

29 国分寺市史編さん事業

25 小・中学校防犯設備整備事業 現市史刊行後の歴史や調査等で明らかになった事実を
基に、地域に生きた人々の視点から編さんする。市史編
さんの調査・研究の進捗状況は、ニュースレター等を通じ
て広く市民に周知する。
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

33 市民室内プール代替施設運営事業
民間の活力を生かし、施設利用者の利便性の向上を図
るとともに、施設の新たな価値を創出するため、令和８年
４月から指定管理者制度を導入する。

市民室内プールの耐震工事に伴う、長期利用停止期間
中の代替施設として、民間プール施設の定休日に施設
を借り上げる。

38 ひかりプラザ昇降機更新修繕事業

34
市民スポーツセンターフィットネスルーム及び会議
室空調機設置工事事業

施設利用者の安全性の向上を図るため、エレベーター
の改修に着手する。

市民スポーツセンター空調の不具合について、設備の老
朽化が激しく修繕は難しいため、フィットネスルームと会
議室に新たにエアコンを設置する。

39 ひかりプラザコンデンサ更新事業

35 市民スポーツセンター受変電設備修繕事業
キュービクル内のコンデンサに微量のＰＣＢ混入のおそ
れがあるため、交換修繕を実施する。

受変電設備内コンデンサにポリ塩化ビフェニル（以下、
「ＰＣＢ」という。）が含まれている可能性があるため、交換
修繕を実施する。

40
国分寺市立光公民館・図書館昇降機更新修繕事
業

36 中学校部活動地域連携・地域展開事業
施設利用者の安全性の向上を図るため、光公民館・図
書館のエレベーターの更新修繕に着手する。

子どもたちが、豊かなスポーツ・文化芸術活動に取り組め
る環境を確保するとともに、部活動に携わる教員の負担
軽減等を図るため、休日の部活動を地域の団体等に委
託する。

【担当： 社会教育課 13,617

07 文化芸術・スポーツ 【担当： 社会教育課 1,320

【担当： スポーツ振興課 1,216

08 社会教育

08 社会教育 【担当： 公民館課 19,253

08 社会教育

07 文化芸術・スポーツ 【担当： 社会教育課 22,506

【担当： スポーツ振興課 20,873

08 社会教育

08 社会教育

07 文化芸術・スポーツ 【担当： 社会教育課 83,569

【担当： スポーツ振興課 3,990

37 教育センター指定管理者制度移行事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

41
国分寺市立もとまち公民館会議室空調機更新修
繕事業 公共施設の再配置等に伴い不足する備品・物品等の一

時仮置き場として、もとまちプラザ用地の附属建物のリー
スを継続する。

市民サービスの維持及び健康被害の防止のため、老朽
化した会議室空調機の更新修繕を実施する。

46
旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活
用実施事業

42 市観光大使活用シティプロモーション推進事業
「旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用基
本計画」に基づき、新もとまちプラザ建設に係る実施設計
及び発掘調査を行う。

観光大使を活用した魅力発信を図るため、①観光シティ
プロモーションサイトへの観光大使のコラム掲載、②観光
大使目線のまち歩き動画の制作・配信、③観光大使の元
プロ野球選手による野球教室を実施する。

47 地域産業活性化プラン策定事業

43
アニメ等コンテンツを活用したまちの魅力発信事
業 前年度に整理した課題等を踏まえて、「地域産業活性化

プラン」策定に向けた検討を行うとともに、市民説明会や
パブリック・コメントを実施し、計画を策定する。

市にゆかりのある株式会社タツノコプロのアニメ等コンテ
ンツを活用した魅力発信・地域活性化を図るため、クラウ
ドファンディングの手法を用いて、アニメキャラクターの銅
像を設置する。

48 農業経営強靱化事業

44 交流と連携による地域活性化事業 持続的・安定的・発展的な農業経営を確立させるため、
市内認定農業者３経営体に対し、防鳥棚４棟、パイプハ
ウス１棟及びその附帯設備（細霧冷房、遮光カーテン）の
整備を支援する。

市民・団体・市・企業等の交流を促進し、課題等を共有
することで、各ステークホルダー間の連携による地域課
題解決の糸口を探るため、テーマ型交流カフェ及び大交
流カフェを実施する（提案型協働事業）。

【担当： 協働コミュニティ課 1,120

09 シティプロモーション 【担当： 経済課 5,970

【担当： 市政戦略室 4,076

12 農業振興

10 地域連携 【担当： 経済課 10,892

10 地域連携

09 シティプロモーション 【担当： 協働コミュニティ課 55,800

【担当： 市政戦略室 2,943

11 商工振興・創業

10 地域連携

08 社会教育 【担当： 協働コミュニティ課 26,242

【担当： 公民館課 17,243

45 国分寺市もとまちプラザ付属建物設置事業
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共生社会・健康・福祉

「自分らしくいきいき暮らせるまち」

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

49
国民健康保険特別会計繰出金（国保情報集約シ
ステムデータ連携事業） 骨髄移植等により既に行った定期予防接種で得た免疫

が消失した方に対する再接種費用の助成について、対
象を18歳未満から20歳未満に拡大する。

業務効率化と情報セキュリティの強化を図るため、現在Ｕ
ＳＢメモリを使用して行っている被保険者情報連携業務を
自動連携させる。

54
避難行動要支援者個別避難計画作成事業（地域
共生推進）

50
後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合シス
テムデータ連携事業・保険料コンビニ収納事業） 避難行動要支援者名簿登録者のうち、土砂災害警戒区

域等に在住する方について、発災時の支援情報等を記
載した個別避難計画を作成する。

被保険者情報連携業務を自動連携させる。また、市民の
利便性の向上を図るため、後期高齢者医療保険料のコ
ンビニ収納を開始する。

55 福祉センター変圧器更新修繕事業

51 男性ＨＰＶワクチン任意接種事業

低濃度ＰＣＢを含有している変圧器の交換修繕を行う。

小学校６年生～高校１年生相当年齢の男性を対象に、Ｈ
ＰＶワクチン任意接種事業を実施する。令和８年度及び
令和９年度は、特例措置として、高校２年生～大学４年生
相当年齢の男性も対象とする。

56
避難行動要支援者個別避難計画作成事業（障害
福祉）

52 高齢者歯科健康診査拡充事業
避難行動要支援者名簿登録者のうち、土砂災害警戒区
域等に在住する障害が理由となる方について、発災時の
支援情報等を記載した個別避難計画を作成する。

後期高齢者医療被保険者（75歳以上）の市民を対象とし
ている高齢者歯科健康診査（いきいき口腔健診）の対象
年齢を、71歳以上に拡充する。

【担当： 健康推進課 3,769

15 健康づくり 【担当： 地域共生推進課 4,746

【担当： 健康推進課 13,768

16 地域福祉

15 健康づくり 【担当： 障害福祉課 154

16 地域福祉

15 健康づくり 【担当： 地域共生推進課 118

【担当： 保険年金課 3,930

16 地域福祉

15 健康づくり

15 健康づくり 【担当： 健康推進課 65

【担当： 保険年金課 2,169

53
骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防
接種再接種費用助成事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

57
避難行動要支援者個別避難計画作成事業（高齢
福祉） 認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、アン

ケート調査や推進会議を開催し、「認知症施策推進計
画」を策定する。

避難行動要支援者名簿登録者のうち、土砂災害警戒区
域等に在住する要介護認定が理由となる方について、
発災時の支援情報等を記載した個別避難計画を作成す
る。

62 認知症検診事業

58
在宅医療推進強化事業（24時間診療体制推進）
補助事業 認知症予防の普及啓発を図るため、市医師会への委託

により検診事業を実施する。郵送による勧奨は70歳、75
歳（約2,500人）と、70歳以上で認知症の診断を受けてい
ない受診希望者も対象とする。

市内の在宅医療の推進及び強化を図るため、市医師会
に対し、在宅医療推進強化事業（24時間診療体制推進）
補助金を交付する。

63 高齢者補聴器購入費助成事業

59
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事
業 65歳以上で所得制限等の要件を満たす市民を対象に、

助成額４万円を上限として、補聴器購入費に対する助成
を行う。

「高齢者保健福祉計画」及び「第10期介護保険事業計
画」策定のため、各種基礎調査の分析、関係団体ヒアリ
ング、パブリック・コメント、市民説明会等を実施する。

64
介護保険特別会計繰出金（介護保険料コンビニ
収納事業）

60 地域密着型サービス拠点施設等整備補助事業
市民の利便性の向上を図るため、介護保険料のコンビニ
収納を開始する。

「介護保険事業計画」に基づき、地域密着型サービス事
業所整備事業者の選定を行う。

【担当： 高齢福祉課 263

17 高齢福祉 【担当： 高齢福祉課 6,598

【担当： 高齢福祉課 4,050

17 高齢福祉

17 高齢福祉 【担当： 高齢福祉課 1,339

17 高齢福祉

17 高齢福祉 【担当： 高齢福祉課 5,465

【担当： 高齢福祉課 10,011

17 高齢福祉

17 高齢福祉

16 地域福祉 【担当： 高齢福祉課 4,279

【担当： 高齢福祉課 322

61
介護保険特別会計繰出金（認知症施策推進計画
策定事業）
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

65 介護職員研修費用補助金交付事業
居宅にて生活する障害者等に対し、日常生活を営む上
で必要な用具を給付する事業の項目に、新たに自家発
電装置、無停電電源装置及び蓄電池を追加する。

介護人材の不足が見込まれる中、高齢者を支える人材
確保のため、介護に関する資格取得費用助成の上限額
を６万６千円から８万円に拡大する。

70 国分寺市障害者就労支援センター移転事業

66 障害者計画等策定事業
障害者センターの大規模改修に伴い、改修期間の間、
障害者就労支援センターを旧子ども家庭支援センター
に一時的に移転する。

基礎資料を基に検討を行い、市民説明会やパブリック・
コメントを実施し、「第５次障害者計画・第５次障害者計画
実施計画・第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計
画」を策定する。

71 障害者移動支援事業

67 障害者差別解消推進事業
利用者の外出機会の拡大と社会参加の促進とともに、多
様な支援体制の充実を図るため、新たに福祉サービス事
業所等から余暇活動への移動を支給対象に加える。

障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的
かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会
を設置する。

72 預貯金等照会電子化サービス事業

68 日中一時支援事業利用拡大事業
事務の効率化や迅速化を図るため、金融機関に対する
預貯金等の照会・回答業務をオンライン化する。

障害者等の保護者のレスパイト等のニーズに対応するた
め、日中一時支援事業の年間利用時間を288時間から
360時間に拡大する。

【担当： 障害福祉課 941

18 障害福祉 【担当： 障害福祉課 3,807

【担当： 障害福祉課 216

19 生活福祉

18 障害福祉 【担当： 生活福祉課 1,063

18 障害福祉

18 障害福祉 【担当： 障害福祉課 1,083

【担当： 障害福祉課 4,062

18 障害福祉

18 障害福祉

17 高齢福祉 【担当： 障害福祉課 358

【担当： 高齢福祉課 140

69 日常生活用具給付事業（種目追加）
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都市環境・安全・安心

「安全・安心で快適なまち」

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

73 アーバンデザインセンター推進事業
西国分寺駅周辺における公民学連携によるにぎわいを
創出するため、交流空間づくりやイベント開催に必要な
備品購入及び環境整備を進める。

公民学連携による新しいまちづくり支援組織であるアー
バンデザインセンターを設立し、活動を踏まえて今後の
事業計画や事業展開等について事業運営協議会で協
議する。

78 国分寺駅南口再整備事業

74 グランドデザイン等策定事業
国分寺駅南口駅前広場等の再整備に向けて、関係機関
との協議を進めつつ、再整備基本方針の決定及び整備
基本設計に係る検討を行う。

計画検討の基礎資料となる現状分析や市民意向調査等
を行う。また、アーバンデザインセンターの支援により、ま
ちづくりのグランドデザイン等の検討に向けた市民ワーク
ショップ等を実施する。

79 西国分寺駅北口駅前エリア整備事業

75 国３・４・11号線周辺まちづくり推進事業 土地利用や都市基盤等の整備案を絞り込むとともに、都
市計画等の関係機関協議を実施する。また、勉強会等
のほか、駅前街区市街地整備事業の権利者の合意形
成、組織化のための研究会を開催する。

道路整備事業の進捗状況を踏まえ、まちづくり計画に基
づき、市民や関係機関と連携し、幹線道路沿道にふさわ
しい用途地域への変更や地区計画を検討する。

80 国３・４・12号線整備事業

76 住宅マスタープラン改定事業
都市計画道路（国３・４・12号線）に係る用地取得、道路
等の設計や排水施設設置工事を行う。

現行の「住宅マスタープラン」の検証結果や、市民アン
ケート、空き家・マンションの実態調査等を踏まえ、パブ
リック・コメント等を経て、次期計画を策定する。

【担当： まちづくり推進課 6,583

20 市街地整備 【担当： 駅周辺整備課 38,223

【担当： まちづくり推進課 15,950

21 道路整備・交通安全

20 市街地整備 【担当： 建設事業課 1,088,964

20 市街地整備

20 市街地整備 【担当： 駅周辺整備課 14,960

【担当： まちづくり計画課 14,690

20 市街地整備

20 市街地整備

20 市街地整備 【担当： まちづくり推進課 869

【担当： まちづくり計画課 617

77
西国分寺駅周辺公共空間活用・にぎわい創出事
業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

81 無電柱化事業 歩行者、自転車の安全確保と夜間の交通事故防止及び
電気使用料等の維持管理費の削減を図るため、市有の
街灯・道路照明灯のＬＥＤ化を推進する。また、令和９年
度施工予定路線の設計を行う。

市道幹17号線において、企業者の負担によりケーブル
入線工事を行う。また、市道幹６号線において、支障とな
る埋設物の撤去工事を行う。

86 道路調書整備事業

82 国３・４・１号線整備事業 道路管理者が作成・保管する道路台帳について、紙媒
体で管理している道路調書の齟齬を修正するとともに、
データベースによる図面と併せた一元管理に変更するこ
とで、正確性と業務効率の向上を図る。

都市計画道路（国３・４・１号線）に係る事業管理用地の整
備工事を行う。

87 下水道事業会計負担金及び補助金

83 道路新設改良事業
主に雨水を排除・処理するための下水道施設の維持管
理等を行い、突発的・局地的大雨や台風などによる市民
生活及び財産の被害を防ぐ。

補修や改修の必要な路線について、優先度の評価を基
に順次、調査設計と工事を実施する。調査設計等委託９
件（橋りょう補修設計委託含む）、請負工事６件（生活道
路等）程度を行う。

88 新町一丁目緑地整備事業

84 街路整備事業
前年度に土地開発公社にて先行取得した用地の買戻し
を行い、新たに都市公園として整備するため、市民説明
会を開催し、整備のための設計をする。

「東京における都市計画道路の整備方針」に基づき、都
市計画道路の新規路線事業化に向けた基礎調査とし
て、線形確認等に関する測量及び設計を行う。

【担当： 建設事業課 19,000

21 道路整備・交通安全 【担当： 下水道課 103,253

【担当： 建設事業課 655,000

22 公園・緑地整備

21 道路整備・交通安全 【担当： 緑と公園課 250,469

21 道路整備・交通安全

21 道路整備・交通安全 【担当： 道路管理課 9,623

【担当： 建設事業課 60,000

21 道路整備・交通安全

21 道路整備・交通安全

21 道路整備・交通安全 【担当： 道路管理課 52,600

【担当： 建設事業課 29,000

85 街灯・道路照明灯のＬＥＤ化事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

89 黒鐘公園整備事業
仮設処理施設の管理、工場棟他解体工事、施工監理業
務、土壌汚染調査を行うとともに、（仮称）リサイクルセン
ター施設整備基本設計を策定する。

令和６年度に土地開発公社にて取得した黒鐘公園用地
の一部を買い戻す。また、老朽化したトイレ施設の撤去と
併せて水遊び場を整備する。

94 カン収集運搬業務委託事業

90 西町五丁目緑地整備事業
戸別収集したカンについて、清掃センター工場棟の解体
工事等に伴い処理が不可能となるため、令和８年４月か
ら市外の中間処理施設に運搬する。

西町五丁目緑地の整備に向けて、用地取得等を行うとと
もに、市民懇談会を開催する。

95 防災まちづくり推進地区への支援事業

91 平兵衛樹林地整備事業 災害危険地図や住民意識アンケート、まちあるきによる
成果をもとに、まちの課題を整理し対策とその実施につ
いて実行可能な防災計画書を作成する。また、防災まち
づくりニュースを作成する。

閉鎖管理している光町一丁目の寄附樹林地について、
隣接する平兵衛樹林地と一体的な管理を行うため、整備
に向けた測量を行う。

96 消防団車両の更新事業

92 災害廃棄物量推計業務委託事業
消防ポンプ車１台（第二分団）の更新に当たり、納期の関
係上債務負担を設定し契約する。また、前年度に債務負
担設定した消防ポンプ車１台（第三分団）を更新する。

防災安全課の被災者生活再建支援システムにおける被
害認定調査計画の策定支援サービスの導入に合わせ
て、災害廃棄物量の推計システムを導入する。

【担当： 環境対策課 110

22 公園・緑地整備 【担当： 防災安全課 3,278

【担当： 緑と公園課 5,621

25 防災

24 循環型社会 【担当： 防災安全課 36,839

24 循環型社会

22 公園・緑地整備 【担当： 環境対策課 23,108

【担当： 緑と公園課 46,529

25 防災

24 循環型社会

22 公園・緑地整備 【担当： 環境対策課 783,010

【担当： 緑と公園課 433,900

93 （仮称）リサイクルセンター建設事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

97 同報系防災行政無線デジタル化整備事業
災害対応にあたる消防団員及びその家族に対して、福
利厚生事業を実施し、消防団員活動の継続促進のほ
か、団員不足の解消を図る。

防災行政無線のデジタル化を図るため、屋外拡声子局
を更新する。また、校舎屋上等の防災行政無線を活用し
て新たに高所カメラを設置し、災害時の状況把握の迅速
化を図る。

102 災害時におけるトイレ確保事業

98 消防団活動デジタル化事業
断水等が発生しても安心して使用できるトイレを確保し、
災害時における避難所や在宅避難の衛生環境の向上
と、被災者の健康維持を図る。

消防団活動のデジタル化を図るため、消防団員の携帯
端末に専用のアプリを実装し、消防活動支援システムを
導入する。

103 災害医療・災害時保健活動ＤＸ環境整備事業

99 防災備蓄倉庫更新事業
前年度に策定した「災害医療救護計画」及び「災害時保
健活動計画」の運用に向けて、Ｗｉ‐Ｆｉ等を導入する。

老朽化した二小及び八小の防災備蓄倉庫を撤去し、新
たに倉庫を設置するための工事を行う。

104 災害医療救護運営会議事業

100 公園で行う防災体操教室事業
前年度に策定した「災害医療救護計画」の運用等につい
て、関係者で協議し、その充実を図る場として、新たに災
害医療救護運営会議を設置する。

自助力、共助力を高めるため、公園を活用して防災まち
づくり推進委員や防災会らの協力を得ながら、動かない
ことで起こる二次被害を予防するための防災体操を実施
する（提案型協働事業）。

【担当： 防災安全課 307

25 防災 【担当： 健康推進課 108

【担当： 防災安全課 17,954

25 防災

25 防災 【担当： 健康推進課 538

25 防災

25 防災 【担当： 防災安全課 6,738

【担当： 防災安全課 222

25 防災

25 防災

25 防災 【担当： 防災安全課 1,650

【担当： 防災安全課 200,116

101 消防団員福利厚生事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

　公共経営

　「未来につながる持続可能なまち」 】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

107
第３期国分寺市内部事務系システム導入・運用
委託事業（基盤・アプリケーション）

新しい働き方を実現するため、新たに財務会計システム
に電子決裁等の機能を導入するとともに、運用保守を行
う。

112
第４期内部事務系システム調達支援業務委託事
業

第４期内部事務系システムの調達に向けて調達計画及
び調達要求仕様の作成を行う。

108
第３期国分寺市内部事務系システム導入・運用
委託事業（新庁舎を除くネットワーク）

新しい働き方を実現するため、新たに内部事務系端末に
セキュアブラウザ等の機能を導入するとともに、運用保守
を行う。

27 デジタル化推進

【担当： デジタル行政推進室 316,195

105 住まいの防犯用品購入費補助事業
３課４係の32手続を対象に、フロントヤードからバックヤー
ドまでの一気通貫した事務フロー分析によりＢＰＲ計画を
策定し、行政手続のオンライン化と窓口の効率化を図る。

防犯対策用品を購入した場合に、その費用の２分の１を
乗じた額又は１万５千円のいずれか低い額を補助する。

110
第３期公共施設予約システム導入・運用委託事
業

106 街頭防犯カメラ設置事業
第３期施設予約システムの導入･運用を図るため、現行
システムの予約データを移行するとともに、新たに施設利
用料のオンライン決済機能を導入する。

通学路や人通りの少ない場所に街頭防犯カメラを設置
し、住民の安全を見守るとともに、路上で発生する犯罪を
未然に防ぎ、安心して暮らせる環境を整備する。

111 公金収納デジタル化対応事業

27 デジタル化推進

26 くらしの安全（防犯・消費生活） 【担当： デジタル行政推進室 7,645

【担当： 防災安全課 6,309

27 デジタル化推進

【担当： デジタル行政推進室 1,980

27 デジタル化推進

【担当： デジタル行政推進室 228,347

27 デジタル化推進

【担当： デジタル行政推進室 23,605

地方自治法の改正により、令和８年９月からｅＬーＱＲが
地方税以外の公金に拡大されるため、ｅＬーＱＲ対応の
システム改修を行う。

27 デジタル化推進

26 くらしの安全（防犯・消費生活） 【担当： デジタル行政推進室 18,666

【担当： 防災安全課 10,657

109 行政手続オンライン化推進支援事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

113
第３期内部事務系システム導入・運用委託事業
（グループウェアのモバイル利用対応） 市内公共施設照明の現況調査、ＬＥＤ化の手法等の方

向性の検討、省エネ効果の算出等を行い、市内公共施
設のＬＥＤ化に向けた基礎資料を作成し、今後の対応方
針を検討する。

令和８年10月からグループウェアをモバイル端末で閲覧
できるよう対応を行う。

118 旧庁舎用地利活用事業

114 戸籍への氏名の振り仮名記録事業
旧庁舎等解体工事を継続するとともに、複合公共施設の
実施設計に着手する。複合公共施設の運用に関する具
体的な検討を進め、各施設に関する例規整備を行う。

令和８年５月25日までの振り仮名の届出に対し、戸籍に
振り仮名の記録を行う。届出がされなかった戸籍に対し
ては、仮の振り仮名に基づく市町村長記録を行う。

119 包括施設管理委託事業

115 マイナンバーカード申請補助等業務委託事業
公共施設の総合的かつ計画的な管理を行うため、包括
施設管理委託事業を継続する。

更なるマイナンバーカードの普及率及び市民の利便性
の向上並びに窓口混雑の軽減を図るため、マイナンバー
カードの申請補助、特急発行補助、保険証利用の紐づ
け補助等の業務委託を実施する。

120 建築営繕業務における設計・工事監督支援事業

116
時間額会計年度任用職員に係る勤怠管理システ
ム導入事業 公共施設の新増築・改修等において、発注円滑化や適

正な契約履行及び品質確保のため、現地調査や発注関
連図書精査、資料作成、施工状況の照合等の監督支援
業務を行う。

報酬支払事務の効率化のため、母子保健事業に従事す
る時間額会計年度任用職員について、勤怠管理システ
ムを導入する。

27 デジタル化推進 【担当： 公共施設マネジメント課 33,260

【担当： 子育て相談室 1,136

29 公共施設マネジメント

27 デジタル化推進 【担当： 公共施設マネジメント課 381,775

【担当： 市民課 22,181

29 公共施設マネジメント

【担当： デジタル行政推進室 7,590

29 公共施設マネジメント

27 デジタル化推進 【担当： 公共施設マネジメント課 745,545

【担当： 市民課 2,085

28 脱炭素

27 デジタル化推進 【担当： 環境経営課 14,784

117 脱炭素社会形成推進事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

121 公共施設等総合管理計画等改定事業
障害者センターの大規模改修工事を開始するとともに、
仮移転先施設（旧子ども家庭支援センター）の改修工事
と一部移転を先行して行う。

公共施設を取り巻く現状と課題の整理・分析を行うととも
に、現地調査などを行い、対象とする公共施設の情報を
更新する。また、市民アンケートや市民説明会等を実施
する。

126 小学校の施設整備事業

122 新庁舎付帯業務事業 一小大規模改造工事（その１）、二小大規模改造工事
（その４）、九小大規模改造工事（その３）を行う。また、一
小大規模改造工事（その２）並びに三小及び八小大規模
改造工事（その１）の実施設計を行う。

令和６年９月に竣工引渡しの新庁舎における省エネル
ギー性能検証を行う。

127 中学校の施設整備事業

123 建築営繕業務における業務効率化事業

四中の水飲栓直結工事を行う。

ペーパーレス化を図るため、ペンタブレットの試行導入を
行い、全庁的なペーパーレス化推進の足掛かりとする。

128
国分寺市立並木公民館・図書館長寿命化改修工
事事業

124 公共施設マネジメントシステム運用事業
「公共施設個別施設計画」に基づき、並木公民館・図書
館の長寿命化改修工事を実施する。

公共施設の情報を一元化し、ライフサイクルコスト及び修
繕計画を適切に管理していくため、公共施設マネジメント
システムを構築･運用する。

29 公共施設マネジメント 【担当： 公民館課 200,022

【担当： 公共施設マネジメント課 9,317

29 公共施設マネジメント

29 公共施設マネジメント 【担当： 教育総務課 82,790

【担当： 公共施設マネジメント課 896

29 公共施設マネジメント

【担当： 公共施設マネジメント課 32,616

29 公共施設マネジメント

29 公共施設マネジメント 【担当： 教育総務課 368,314

【担当： 公共施設マネジメント課 2,723

29 公共施設マネジメント

29 公共施設マネジメント 【担当： 障害福祉課 321,670

125 国分寺市障害者センター大規模改修事業
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】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

】 千円

129
国分寺市立本多公民館・図書館屋上及び一部ガ
ラス防水修繕事業

令和９年５月稼働の国税連携システムに追加される税務
照会業務機能を追加する。

市民サービスの維持及び建物の保護のため、老朽化し
た本多公民館・図書館の屋上及び一部のガラスの防水
修繕を実施する。

134 マイナンバーカードコールセンター設置事業

130 市民サービスデジタル化推進事業
マイナンバーカードに関する問合せ、受取予約等に対応
するため、引き続きコールセンターを設置する。

ＬＩＮＥ公式アカウントに申請機能・災害時用機能等の追
加を進め、一層の市民の利便性の向上及び事務の効率
化を図る。

135 市民課窓口業務等委託事業

131 業務に生かせる資格取得サポート事業 市民課窓口の待ち時間を短縮するため、窓口業務等（証
明書関連業務、住民異動、印鑑登録、フロア案内等）を
外部委託する。４月にプロポーザルを実施し、11月から
順次委託を開始する。

職務の遂行に寄与すると認められる資格試験に合格した
際の受験料を補助することにより、専門性向上による職
員のスキルアップを図る。

136 マイナンバーカード交付等支援業務委託事業

132
庶務事務システム年末調整管理オプション導入
運用事業 市民課窓口の待ち時間を短縮するため、マイナンバー

カード交付業務等を外部委託する。４月にプロポーザル
を実施し、９月から順次委託を開始する。

庶務事務システムに年末調整管理オプションを追加し、
紙の年末調整関係書類を電子申告に切り替える。

31 行財政運営 【担当： 市民課 73,700

【担当： 職員課 2,877

31 行財政運営

31 行財政運営 【担当： 市民課 68,342

【担当： 職員課 392

31 行財政運営

【担当： 公民館課 59,290

31 行財政運営

30 市民参加・協働・情報共有 【担当： 市民課 15,473

【担当： 市政戦略室 1,980

31 行財政運営

29 公共施設マネジメント 【担当： 課税課 83

133 税務照会業務のオンライン化対応事業
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用 語 の 解 説

消防費 　消防救急、防災・罹災対策などに要する経費。

性質別経費

　歳出をその経済的性質を基準として、人件費、物件費、維持補修
費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対
策事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、前
年度繰上充用金に分類したもの。

総務費
　人事、企画、財政、徴税、統計など他部門に分類されない事業に
要する経費。

公債費 　地方公共団体が借り入れた地方債の元金及び利子の償還費。

さ行 財政調整基金
　年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てられた積立金の
ことで、一般に地方自治法第241条に基づく基金の形で行われる。
長期的視点から財政の健全な運営を図ることを目的とするもの。

商工費 　商・工業振興、観光振興、消費者保護などに要する経費。

経常経費
　毎年度経常的に支出する経費。人件費、扶助費、公債費などの義
務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費など。

減債基金

　地方債の償還及びその信用の維持のために地方自治法第241条の
規定に基づいて設けられる基金。地方債の償還に必要な財源を確保
し、もって将来にわたる市財政の健全な運営を図ることを目的とす
る。

公営企業

　地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する
企業（水道、病院、下水道など）。一般行政事務に要する経費が租
税によって賄われているのに対し、公営企業は提供するサービスの
対価である料金収入によって維持される（一般会計において負担す
べき経費を除く）。

基金
　ある特定目的のために財産を維持したり、資金を積み立てたり、
定額資金を運用するために設けられる資金・財産。財政調整基金、
職員退職手当基金、公共施設整備基金など。

義務的経費
　歳出のうち、支出が義務付けられ任意に削減できない硬直性が強
い経費のこと。職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費、地方
債の元利償還金である公債費がある。

教育費
　教育委員会、小中学校の運営、社会教育、生涯学習、スポーツ振
興などに要する経費。

か行 会計管理者
　地方公共団体の会計事務をつかさどり、現金・有価証券・物品の
出納及び保管や、決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること
などを行う。

款･項･目･節

　予算を区分するときに使う名称のことをいい、「款」は最も大き
な区分、次に「項」、「目」、「節」と続く。款と項の二つの上位
区分は議会での議決対象となる。歳出においては、「款」・
「項」・「目」は目的別（民生費・土木費など）に分類され、
「節」は性質別（委託料・扶助費など）に区分される。

議会費
　議会の活動に伴う経費で、議員の報酬や議会事務の運営費などに
要する経費。

用　語 説　明

あ行 一般会計

　地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上している会計。現
在のように行政活動が広範多岐にわたる場合においては、より合理
的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計を設けてい
る。

一般財源
　使途が特定の目的に限定されずに、どのような経費にも充てるこ
とができる財源。市税、地方交付税、地方譲与税、利子割交付金な
ど。

衛生費
　健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費で、ごみ処理
や環境対策、病気予防のための各種検診などに要する経費。
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労働費 　雇用促進や失業対策、労働者福祉に要する経費。

ま行 民生費
　一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費
で、障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療など
に要する経費。

目的別経費
　歳出をその行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生
費、労働費、農林費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類
したもの。

ら行 臨時財政対策債

　地方財源の不足に対応するため、普通交付税の振替措置として、
平成13年度から投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法５
条の特例として発行される地方債。後年度の返済額相当分について
は全額地方交付税の基準財政需要額に算入されることになってい
る。

普通会計

　地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析等に用いら
れる統計上・観念上の会計であり、総務省の定める基準により会計
を統一的に再構築したもの。
　国分寺市においては、一般会計・土地取得特別会計から構成。

普通建設事業費
　投資的経費の代表的なもので、道路、公園、学校などの建設・大
規模修繕に要する経費。

補助費等
　公益上必要があると認められる団体などに対して交付する補助金
や報償費、保険料など。

土木費
　道路、区画整理、公園など快適なまちづくりのための都市整備や
環境整備に要する経費。

な行 農林費 　農業の振興対策や、農業委員会の運営に要する経費。

は行 扶助費
　社会保障制度の一環として支出される経費で、生活保護法、身体
障害者福祉法、老人福祉法などの法律によるものや、市独自の施策
として実施しているものも含む。

投資的経費

　支出効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に
残るものに支出される経費。道路、橋りょう、公園、学校などの整
備に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業
対策事業費からなっている。

特定財源
　一般財源に対し、その使途が特定されているもの。国庫支出金、
都支出金、使用料、手数料、地方債など。

特別会計
　一般会計に対するもので、特定の収入（歳入）・支出（歳出）を
もって特定の事業に充てるよう、一般会計とは区別して経理するた
めの会計。土地取得特別会計、国民健康保険特別会計など。

用　語 説　明

た行 地方公営企業法

　公営企業に係る組織、財務及び職員の身分取扱い等に関する地方
自治法等の規定の特例を定めたもの。法の適用により、公営企業会
計方式が採用され、企業としての経済性を発揮するとともに、試算
を含めた的確な経営状況の把握が可能となる。

地方交付税

　国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割
合を、地方公共団体が等しく事務を遂行できるよう一定の基準で国
が交付する税。
　地方交付税には、合理的基準によって算定したあるべき一般財源
所要額としての基準財政需要額が、あるべき税収入としての基準財
政収入額を超える額（財源不足額）を基礎として交付される普通交
付税と、普通交付税で算定しがたい特別な理由により交付される特
別交付税がある。

地方債
　地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達するために
負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの。地
方公共団体の借金で、地方債を起こすことを「起債」という。
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もっと予算や財政を知りたい場合は？

国分寺市では、予算書の閲覧のほか、予算や財政状況についての情報提供を行っ
ています。

当初予算公表（5月） ― ― ○

決算公表（11月） ― ― ○

こくぶんじのよさん ○ ○ ―
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